
【重要】事業団専用の紙マニフェストのご利用にあたって
事業団専用の紙マニフェストは、「A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票兼 E票」の6枚綴りになってます。

● 処分完了後、事業団より「D票兼 E票」を返却します。手持ちのA票と照らし合わせて内容に間違いが
ないかをご確認いただき、問題がなければ、5年間保管してください。

● 事業団で処分委託する場合は、事業団専用の紙マニフェストをご使用ください。

● 他処分場の処分委託にこの紙マニフェストは使用できませんので、ご注意ください。

従来(2枚) 今後(1枚）


